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第５章 救助業務の部 
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利用にあたって 

利用にあたって 

  この統計は、「救急事故等報告要領（総務省消防庁）」による報告を基に、各表の表示

時点又は期間中の各市町村・各消防本部の現況を集計したものである。 

 

救助の概況 

救助の概況 

 

１ 救助実施体制【第 1 表参照】 

令和６年４月 1日現在、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令（昭和 61年

自治省令第 22号）に定める基準に従い、県下の全消防本部に救助隊が設置され、一般救

助隊は、16 隊、救助隊員は 246 人となっている。また、救助工作車は全救助隊に１台以

上合計 16台が整備されており、その他はしご車、ポンプ車等に救助資機材を搭載し活動

している。 

 

２ 救助活動件数、救助人員【第 7,8表参照】 

  令和５年中における救助業務の実施状況は、救助活動件数 306 件、救助人員が 350 人

となっている。救助活動件数は、交通事故 102 件（33.0％）が最も多くなっており、救

助人員でも、交通事故が 144人（41.1％）で最も多くなっている。 
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第１表  救助体制等 
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第２表  事故種別救助活動状況第３表  事故種

別搬送人員 

 

 

 

 

４表  事故

種別活動車両

等 台 ５ 表  

事故種別他機

関活動件数 

 

 

 

 

出
動
件
数
は
、
消
防
機
関
が
救

助
活
動
を
行
う
目
的
で
出
動
し
た
件
数
で
あ
り
、
活
動
件
数
は
、

出
動
件
数
の
う
ち
何
ら
か
の
救
助
活
動
を
行
っ
た
件
数
で
あ
る
。

ま
た
、
「
火
災
」
と
は
、
何
ら
か
の
救
助
活
動
を
行
っ
た
火
災
で
あ
る
。
（
以
降
各
表
に
お
い
て
同
じ

）
。
な
お
、
「
そ
の
他
の
事
故
」
に
は
、
誤
報
・
い
た
ず
ら
に
よ
る

出
動
も
含
む
。
 



129 

 

  

第
５
表
 
 
事
故
種
別
他

機
関
活
動
件
数

 

第
４
表

 
 
事
故
種
別
活
動
車
両
当
台
数

 



130 

 

 

 

  

第
６
表
 
 

事
故
種
別
発
生
場
所
別
活
動
件
数

 

第
７
表
 
 
事
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別
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「
地
下
」
と
は
、
地
盤
下
に
独
立
し
て
設
け
ら
れ
た
地
下
街
、
地
下
道
等
を
い
う
も
の
で
あ
り
、
建
築
物
等
の
地
階
は
含
ま
な
い
。
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第８表  救助隊員の訓練実施状況 

 

 


